
デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業
令和３年度補正予算案額 12.4億円

中小企業庁 創業・新事業促進課
商務・サービスグループ

クールジャパン政策課
商務情報政策局 サイバーセキュリティ課
商務・サービスグループ 商取引監督課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要
 B to Cの越境EC（電子商取引）市場が世界的に急速に拡大している
中、日本が世界のEC市場参入に取り残されないためにも、海外展開を目
指す中小企業者等に対して、越境EC市場参入のための支援をすることが
重要となっています。

本事業では、優れたコンセプトや魅力的な地域資源を保有しているものの
輸出販路が弱く十分に海外需要を取り込めていない中小企業者等が、コ
ロナ禍によって変化する海外需要を取り込んでいけるよう、越境ECに適した
ブランディング、プロモーション等を支援します。

 その際、海外展開におけるブランディング、プロモーションに関する知見を持つ
支援機関・支援事業者を活用しながら事業を実施することが重要であるこ
とから、経済産業省が有力な支援機関・支援事業者を「支援パートナー」と
して選定・公表し、中小企業者等と支援パートナーとの出会いの場を創出
します。

 また、ECサイト改ざんによる個人情報・クレジットカード番号等の流出など、
ECサイトを狙ったサイバー攻撃被害の急増を踏まえ、ECサイトのセキュリティ
の実態を調査し、対策ガイドライン等の策定・普及を行います。

成果目標
事業終了５年後の採択事業者全体の労働生産性について、20％向上
を目指します。

本事業において脆弱性調査を実施しガイドラインに沿った対策を実施した
企業の事業終了１年後の被害数をゼロにすることを目指します。

(1)デジタルツール活用型
優れたコンセプト等を有する中小企業者等の商品について、類似商品と

の差別化を図るためのブランドの構築と、ブランドの魅力を効果的に発信す
る取組を支援します。

補助上限：500万円、補助率：2/3以内
（複数者による共同申請の場合は最大、上限5,000万円）

また、バーチャルコンテンツ等の新しいプラットフォームを活用して中小企業
者等の海外展開を支援する取組を実証し、好事例の横展開を行うことで、
中小企業者等の海外展開支援を高度化します。

(2)海外で活躍するトップクリエイター活用型
優れたコンセプト等を保有する中小企業者等の商品について、既に海外

で活躍するトップクリエイターと海外展開のノウハウ等を有するコーディネー
ターを活用して、産品全体をその世界観でコーディネートし、効果的に海外
に発信する取組を支援します。

補助上限：500万円、補助率：2/3以内
（複数者による共同申請の場合は最大、上限5,000万円）

中小企業者等が、越境ECを活用した海外需要の取り込みを拡大さ
せていくために、それに適したブランディング、プロモーション等の取組を行う
場合、その経費の一部を補助します。中小企業者等が補助事業に申
請する際には、いずれかの支援パートナーを活用したうえで事業を実施
することを要件とします。

デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業
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補助（定額） 補助（2/3） ECサイトセキュリティ対策促進事業
中小企業者等が運営するECサイトについて、システムベンダー等との契約・運

営保守状況や脆弱性に関する調査を行うことで、サイト運営事業者が特に陥り
やすいセキュリティの誤解や対策を明らかにし、ECサイト構築時・運営時に留意
すべき事項をまとめたガイドラインやモデル契約の策定・普及を行います。



中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業
令和３年度補正予算案額 11.4億円

貿易経済協力局 貿易振興課
通商政策局 経済連携課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

成果目標

 来年早期に見込まれるRCEP協定の発効や、先進国地域等のワクチン接
種の進展による消費の回復を捉えて、中堅・中小企業の海外展開を推進
することが重要です。

 RCEP協定は、我が国の貿易総額の約５割を占める地域との経済連携協
定です。特に、我が国にとって主要な輸出相手国である中国及び韓国との
初めての経済連携協定であり、これらの国への輸出関税の大部分が撤廃さ
れる他、15カ国で共通の電子商取引のルール等が整備されます。こうした
状況変化を踏まえて、RCEP協定の参加国向けを中心として、越境EC市
場への参画や海外展開計画策定の支援を実施します。

 また、RCEP協定等のEPAの利活用を一層進めるためには、中堅・中小企
業へのきめ細かな情報提供・相談体制等を強化するとともに、EPA関連手
続きの効率化を図る必要があります。

 このため、①中堅・中小企業の越境EC市場を通じた海外展開支援、②新
たに海外展開に取り組む中堅・中小企業の販路開拓支援、③中堅・中小
企業のEPA利活用のための情報提供・相談体制の強化、④EPA関連手
続きを簡素化するツールの開発に係る実証に取り組みます。

 中堅・中小企業の海外展開に関する政府目標（2030年までに中堅・中
小企業等の輸出額及び現地法人売上高の合計額を35.5兆円とする）

①海外展開に取り組む企業の段階に応じたサポート
• 「新輸出大国コンソーシアム」において、海外展開計画の策定、商談支援等、
各段階での適切な支援を実施します。

②マーケティング調査・プロモーションの実施
• 農林水産品・食品について、経済活動再開を踏まえた現地のニーズ・市場の
変化を早期に捉え輸出を促進すべく、マーケティング調査や試飲会・試食会等
のプロモーションを実施します。

（２）新たに海外展開に取り組む販路開拓へのサポート

• RCEP協定の参加国を中心に、海外主要ECサイトにおける「ジャパンモール」
の設置拡充を行うことに加え、デジタルを活用した優良バイヤーの発掘、日本
製品のファンコミュニティの形成などにより、中堅・中小企業のオンラインでの販
路開拓を支援します。

（１）越境EC市場等を通じた海外展開支援

（４）EPA関連手続きの効率化に係る実証事業

• RCEP協定の利用による成長を、中堅・中小企業まで波及させるために、EPA
関連手続きを簡素化するツール開発に係る実証を支援します。

（３）EPA利活用促進のための情報提供・相談事業

• RCEP協定の発効を見据え、①利用者に対するセミナーの開催や、②パンフ
レット・解説書等の作成・配布、③相談対応、④新聞や雑誌等の媒体への記
事掲載等も活用した周知広報、⑤通関トラブル等に備えた情報収集・調査を
実施します。
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